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お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み

催 

し

◆
◆
◆

栄
養
教
室
第
3
回

親
子
で
手
作
り
お
は
ぎ

カ
ロ
リ
ー
が
気
に
な
る
お
は
ぎ
。
工
夫

次
第
で
健
康
に
よ
く
、
栄
養
価
の
高
い
食

べ
物
に
早
変
わ
り
！
お
は
ぎ
作
り
を
親
子

で
体
験
し
ま
せ
ん
か
？

●
日
時
／
3
月
19
日
（
日
）
13
時
～
14
時

30
分

●
場
所
／
き
び
ド
ー
ム　

1
階
調
理
実
習

室
●
参
加
対
象
者
／
有
田
川
町
在
住
の
小
学

生
以
上
の
お
子
さ
ま
と
保
護
者

※
託
児
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
参
加
費
／
無
料

●
定
員
／
20
人
（
親
子
10
組
程
度
）

●
持
ち
物
／
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
タ
オ
ル

●
申
込
締
切
日
／
3
月
10
日
（
金
）

■申
問
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

制 

度

◆
◆
◆

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

申
請
書
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

給
付
金
の
支
給
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
2
月
上
旬
に
お
知
ら
せ
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
書
を
提
出
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
記
載
事
項
・
添
付
書

類
な
ど
を
ご
確
認
の
上
、ご
提
出
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
間
／
2
月
13
日
（
月
）
～
5
月

12
日
（
金
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
3

月
18
日
（
土
）・
3
月
19
日
（
日
）・
4

月
15
日
（
土
）・
4
月
16
日
（
日
）
は

吉
備
庁
舎
・
金
屋
庁
舎
・
清
水
行
政
局

で
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
請
受
付
場
所
／
吉
備
庁
舎
住
民
課
・

金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
・
清
水
行

政
局
住
民
福
祉
室
・
各
出
張
所

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

障
害
者
施
設
通
所
交
通
費
助
成
金
・

障
害
児
通
所
施
設

遠
距
離
通
所
補
助
金

次
の
補
助
金
に
関
し
て
は
申
請
が
必
要

で
す
。
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は
3

月
31
日
（
金
）
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
既
に
障
害
児
通
所
施
設
遠
距
離

通
所
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、通
所
施
設
で
「
出
席
状
況
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
次
第
、
請
求
書
と
振
込
先
が

分
か
る
も
の
と
併
せ
て
4
月
7
日
（
金
）

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
有
田
川
町
障
害
者
施
設
通
所
交
通
費
助

成
金
交
付
制
度

在
宅
の
障
害
者
の
方
が
障
害
者
支
援
施

設
な
ど
に
通
所
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
他
の

制
度
に
よ
っ
て
交
通
費
の
補
助
を
受
け
て

い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
対
象
者
／
通
所
距
離
が
2
㎞
を
超
え
る

方
で
、
路
線
バ
ス
・
鉄
道
な
ど
を
利
用

し
て
通
所
し
て
い
る
方
。

●
有
田
川
町
障
害
児
通
所
施
設
遠
距
離
通

所
補
助
金
交
付
制
度

有
田
川
町
内
外
の
障
害
児
通
所
施
設

（
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
・
児
童
発
達
支

援
事
業
所
な
ど
）
に
通
う
児
童
の
保
護
者

に
対
し
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補

助
金
で
す
。
た
だ
し
、
施
設
の
送
迎
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

・
対
象
者
／
町
内
外
の
障
害
児
通
所
施
設

に
通
所
（
施
設
の
開
所
日
数
の
半
分
以

上
通
所
）
し
て
い
る
児
童
の
保
護
者
で
、

自
宅
か
ら
の
距
離
が
4
㎞
を
超
え
る
方
。

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

税 

金

◆
◆
◆

不
動
産
公
売
会
開
催

有
田
川
町
で
は
、
税
金
の
滞
納
に
よ
っ

て
差
し
押
さ
え
た
不
動
産
の
公
売
を
行
っ

て
い
ま
す
。

●
公
売
期
日
／
3
月
7
日（
火
）
13
時
受

け
付
け
開
始

●
場
所
／
和
歌
山
県
自
治
会
館
3
階

3
0
4
会
議
室
（
和
歌
山
市
茶
屋
ノ

町
2
‐
4
）

●
公
売
財
産
（
町
取
り
扱
い
物
件
）

・
売
却
区
分
番
号
／
有
田
川
28
‐
1

・
所
在
／
有
田
川
町
大
字
出
字
野
水

・
種
類
／
雑
種
地
、
宅
地
、
居
宅
・
倉
庫

●
そ
の
他

・
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

・
公
売
財
産
は
一
括
し
て
公
売
に
な
り
ま
す
。

・
状
況
に
よ
り
、
公
売
が
中
止
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
税
務
課

 

子
育
て

◆
◆
◆

就
学
援
助
制
度

経
済
的
な
理
由
で
、
小
中
学
校
へ
の
就

学
が
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し

て
、
学
用
品
費
・
学
校
給
食
費
な
ど
の
費

用
を
援
助
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

教
育
委
員
会
が
認
定
基
準
に
基
づ
い
て

「
要
保
護
お
よ
び
準
要
保
護
児
童
生
徒
」

と
認
め
た
場
合
に
援
助
を
行
い
ま
す
。
希

望
さ
れ
る
方
は
、
在
籍
し
て
い
る
小
・
中

学
校
長
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い

問
金
屋
庁
舎
こ
ど
も
教
育
課


